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換気の徹底の再周知について（通知）

日頃から本市の生活衛生行政の推進にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し

上げます。

さて、今般国の新型コロナウイルス感染症対策分科会により感染拡大防止のため

の効果的な換気についての提言が示され、これを受けて、標記のことについて厚生

労働省から別紙のとおり事務連絡がありました。

ついては、同提言を踏まえつつ改めて、建築物環境衛生基準に従った特定建築物

等の維持管理における効果的な換気の実施についてご協力いただきますようお願い

いたします。

なお、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

に基づく二酸化炭素濃度測定とは別に、二酸化炭素濃度測定器の使用にあたっての

留意点が別添１により示されております。また、別添２の「熱中症予防に留意した

「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」、別添３の「効果的な換気の

ポイント」についても、併せてご留意いただきますようお願いいたします。

最新の関連情報については、本市および国等のホームページを随時ご確認いただ

き、情報把握に努めてください。

・別添１：二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意事項（令和３年６月１７日事

務連絡「換気の徹底の再周知について」別添１）

・別添２：熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の

方法

・別添３：効果的な換気のポイント（令和４年７月１４日第１７回新型コロナウイ

ルス感染症対策分科会資料抜粋）
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